
 

 

 

令和２年５月２８日 

▼タイトル 

    高島市議会議員の議員報酬の減額について 

 

▼内容 

 高島市議会は、新型コロナウイルス感染症の拡大により地域経済、市民生活等へ多大な

影響を与えていることを鑑み、議員報酬を減額することとしました。 

 ６月４日開会の令和２年６月定例会に、必要な条例改正案を議員発議で提出する予定で

す。 

 

１ 対象 

  全議員（１８人） 

 

２ 減額率 

  １０％ 

 

３ 対象月 

  令和２年６月に支給する報酬 

 

４ 削減額等 

職 
現 行 

（一人あたり） 

改正後 

（一人あたり） 

削減額 

（一人あたり） 

議長 ４００，０００円 ３６４，０００円 ３６，０００円 

副議長 ３４０，０００円 ３０９，４００円 ３０，６００円 

議員（１６人） ３１０，０００円 ２８２，１００円 ２７，９００円 

合計（１８人） ５，７００，０００円 ５，１８７，０００円 ５１３，０００円 

 ※削減額の算出は別紙のとおり 

 

 

▼問い合わせ先 

   ○所   属： 議会事務局   

   ○電話番号：   ０７４０（２５）８１４０ 

○ファックス： ０７４０（２５）８１４６ 


